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要
約
】

　

広
島
藩
で
は
御
紙
蔵
を
中
心
と
し
、
領
内
に
お
け
る
紙
・
楮
の
生
産
及
び
流
通
を
管
理
し
て
い

た
。
製
紙
は
藩
の
ほ
ぼ
全
領
域
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
三
次
地
域
、
主
と
し
て
三
次
郡
に
注
目
す

る
と
、
専
売
制
度
を
円
滑
に
行
う
上
で
必
要
な
一
つ
の
機
関
と
し
て
、
三
次
紙
方
が
置
か
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
本
稿
で
は
三
次
郡
に
お
け
る
紙
の
専
売
制
の
展
開
と
、
三
次
紙
方
の
役
割
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

一　

は
じ
め
に

　

広
島
藩
に
お
い
て
、
紙
お
よ
び
そ
の
原
料
と
な
る
楮
の
生
産
・
流
通
は
、
藩
の
管

理
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
『
広
島
県
史　

近
世
１
』
（
一
）

に
よ
れ
ば
、
藩
の
統
制
は
正

保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
「
御
紙
方
」
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
、
慶
安
承
応

の
頃
か
ら
紙
漉
に
楮
元
銀
（
仕
入
銀
）
の
前
貸
を
行
い
、
漉
き
紙
は
村
ご
と
庄
屋
に

集
荷
さ
せ
、
見
取
（
検
査
）
の
上
強
制
的
に
買
い
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、

抜
荷
や
抜
売
買
が
起
き
た
の
を
機
に
統
制
が
強
化
さ
れ
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～

一
七
○
四
）
に
は
領
内
の
紙
漉
人
を
村
ご
と
に
す
べ
て
登
録
さ
せ
、
そ
の
人
数
と
抜

紙
の
有
無
が
毎
年
吟
味
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）

に
紙
座
（
後
の
紙
蔵
）
を
三
川
町
に
設
け
た
こ
と
で
、
藩
の
専
売
制
的
統
制
策
は
確

立
し
た
と
さ
れ
る
。

　

紙
座
は
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
三
六
）
に
紙
漉
場
を
合
併
し
て
名
称
を
紙
蔵
と

改
め
る
が
、
こ
の
紙
蔵
は
、
史
料
上
「
御
紙
蔵
」
と
表
記
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ

た
。
領
内
の
他
の
一
部
の
地
域
に
も
紙
蔵
と
呼
ば
れ
る
施
設
が
置
か
れ
、
紙
の
出
納

が
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
紙
蔵
と
区
別
す
る
た
め
、
本
稿
で
は

城
下
町
に
あ
り
一
役
所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
紙
蔵
を
御
紙
蔵
と
称
す
る
こ
と
と
す

る
。

　

す
な
わ
ち
、
御
紙
蔵
が
中
心
と
な
っ
て
、
領
内
の
紙
・
楮
の
生
産
か
ら
流
通
に
至

る
ま
で
管
理
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
地
域
に
よ

り
生
産
量
が
異
な
り
、
ま
た
流
通
面
に
影
響
を
与
え
る
交
通
の
条
件
な
ど
に
も
違
い

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
専
売
制
下
で
行
わ
れ
た
藩
に
よ
る
種
々

《
研
究
ノ
ー
ト
》

広
島
藩
に
お
け
る
紙
の
専
売
制
と
三
次
紙
方

川 

邊 

あ 

さ 

ひ　
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の
取
り
組
み
も
一
様
で
は
な
く
、
各
地
域
の
特
徴
に
応
じ
た
対
応
を
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
楮
は
藩
が
買
い
上
げ
た
も
の
を
支
給
す
る
の
が
基
本
と
さ
れ

て
い
た
が
、
山
県
郡
の
太
田
筋
の
村
々
の
場
合
は
各
自
買
い
付
け
る
こ
と
が
許
さ
れ

て
お
り
（
二
）

、
こ
れ
は
山
県
郡
が
領
内
の
中
で
も
と
り
わ
け
紙
生
産
の
主
力
地
域
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
三
）

。
要

す
る
に
、
専
売
制
が
行
わ
れ
る
中
で
各
地
域
を
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
藩
の
専

売
制
度
を
よ
り
立
体
的
に
捉
え
る
上
で
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
各

地
域
の
特
徴
や
状
況
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
研
究
と
い
う
の
は
、
一
部
の
自
治
体
史
で

言
及
さ
れ
て
い
る
以
外
、
管
見
の
限
り
み
ら
れ
な
い
（
四
）

。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
三
次
郡
を
対
象
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。
三

次
郡
は
、
本
藩
か
ら
独
立
し
た
三
次
藩
の
領
地
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
を
持
つ
。
享

保
期
に
お
け
る
広
島
藩
へ
の
還
付
と
い
う
変
動
を
経
て
、
三
次
郡
が
広
島
藩
の
専
売

制
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
順
を
追
っ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二　

広
島
藩
に
お
け
る
専
売
制
の
概
要

　

ま
ず
初
め
に
、
広
島
藩
の
紙
・
楮
の
専
売
制
の
全
体
像
を
『
広
島
県
史　

近
世
１
』

よ
り
確
認
し
て
お
き
た
い
（
五
）

。

　

藩
で
生
産
さ
れ
る
紙
に
は
、
諸
口
・
半
紙
・
杉
原
・
奉
書
・
海
田
な
ど
様
々
な
種

類
が
あ
っ
た
。
御
紙
蔵
で
は
需
給
状
況
に
応
じ
て
漉
か
せ
る
紙
の
種
類
と
生
産
量
な

ど
を
決
定
し
、
各
村
の
紙
漉
人
に
割
り
当
て
て
い
た
。
た
だ
し
、
地
域
ご
と
に
得
意

と
す
る
種
類
は
自
ず
と
定
ま
っ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
に
応
じ
た
割
り
当
て
が
な
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
六
）

。
漉
き
あ
が
っ
た
紙
は
す
べ
て
検
査
の
上
買
い
上
げ
ら
れ
、

収
納
さ
れ
た
も
の
に
は
官
印
が
捺
さ
れ
た
。
御
紙
蔵
へ
集
め
ら
れ
た
紙
類
は
、
領
内

で
使
用
販
売
す
る
も
の
以
外
は
大
坂
へ
送
ら
れ
て
、
大
坂
の
蔵
元
に
よ
っ
て
売
り
捌

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
国
元
に
残
さ
れ
た
紙
は
、
家
中
に
売
ら
れ
た
り
、
特

定
の
紙
商
人
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
。
御
紙
蔵
に
納
め
ら
れ
た
紙
に
は
印
が
捺
さ
れ
て

い
る
た
め
、
印
の
な
い
紙
を
扱
う
こ
と
は
抜
売
買
に
あ
た
り
、
堅
く
禁
止
さ
れ
て
い

た
。

　

加
え
て
、
紙
の
原
料
と
な
る
楮
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
藩
に
よ
っ
て
買
い
上
げ
ら

れ
、
御
紙
蔵
よ
り
紙
漉
人
に
支
給
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
各

自
が
栽
培
し
た
楮
を
勝
手
に
売
買
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
紙
や
楮
の
生
産
・
集
荷
の
責
任
者
と
し
て
、
郡
ご
と
に
割
庄
屋
格
の
紙
楮

支
配
役
、
村
ご
と
に
庄
屋
格
の
元
締
役
を
は
じ
め
改
役
・
見
取
役
な
ど
の
役
人
が
任

命
さ
れ
た
。
専
売
制
度
が
し
か
れ
る
中
で
、
当
然
抜
荷
や
抜
売
り
が
問
題
と
な
る
の

で
あ
る
が
、
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
取
り
締
ま
り
や
巡
視
を
行
う
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
（
七
）

。

　

広
島
藩
の
紙
生
産
は
、
佐
伯
・
山
県
郡
を
中
心
に
、
沼
田
・
高
宮
・
高
田
・
安
芸
・

賀
茂
・
豊
田
・
三
次
・
三
谿
・
三
上
・
恵
蘇
・
奴
可
・
世
羅
・
御
調
郡
な
ど
、
ほ
ぼ

全
領
域
で
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
専
売
制
度
を
担
う
組
織
に
村
役
人
を
も
組

み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
か
ら
流
通
に
至
る
ま
で
管
理
下
に
置
く
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

三
次
藩
に
お
け
る
専
売
制
の
展
開

　

寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
浅
野
長
治
が
五
万
石
を
分
与
さ
れ
三
次
藩
が
成
立
す
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る
。
三
次
藩
は
将
軍
か
ら
朱
印
状
に
よ
っ
て
正
式
に
領
地
が
与
え
ら
れ
、
本
藩
か
ら

独
立
し
た
形
式
を
も
っ
た
藩
で
あ
っ
た
。
三
次
藩
の
領
地
は
三
次
・
恵
蘇
の
二
郡
が

大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
他
大
坂
市
場
な
ど
へ
の
荷
物
積
み
出
し
の
便
の
た
め
、

瀬
戸
内
海
沿
岸
部
や
そ
の
中
継
地
に
飛
領
が
あ
っ
た
（
八
）（

第
１
図
参
照
）
。
本
章
で

は
、
三
次
藩
に
お
け
る
紙
の
専
売
制
の
展
開
を
み
て
い
き
た
い
。

　

三
次
郡
の
中
で
特
に
生
産
が
盛
ん
だ
っ
た
の
は
作
木
地
方
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

村
々
に
お
い
て
紙
の
生
産
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
と
い
う
と
、
三
次
藩
が
成
立
し

た
頃
に
は
す
で
に
行
わ
れ
、
貢
租
体
系
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
九
）

。
つ
ま
り
、
十
七
世
紀
前
期
に
は
紙
の
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
専
売
制
が
し
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
松
波
勘
十
郎
を
登
用
し
て
の

藩
政
改
革
が
契
機
と
な
っ
て
い
た
。

　

三
次
藩
の
財
政
は
、
幕
府
か
ら
課

せ
ら
れ
る
公
役
や
自
然
災
害
な
ど
に

よ
る
支
出
で
、
早
く
か
ら
厳
し
い
も

の
と
な
っ
て
い
た
。
借
金
は
ふ
く
れ

あ
が
り
、
参
勤
交
代
の
た
め
藩
主
が

江
戸
へ
赴
く
旅
費
に
も
困
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
元

禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
に
美
濃
国

加
納
藩
の
庄
屋
出
身
で
あ
る
松
波
勘

十
郎
を
雇
い
入
れ
て
、
藩
政
改
革
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
一
○
）

。

　

改
革
の
内
容
は
、
大
坂
市
場
へ
の

廻
米
の
増
加
、
新
藩
札
の
発
行
、
郷
代
官
制
の
実
施
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
そ

の
内
の
一
つ
が
紙
と
鉄
の
専
売
制
度
の
実
施
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
一
四

年
（
一
七
〇
一
）
か
ら
三
次
藩
で
生
産
さ
れ
た
紙
と
鉄
は
専
売
品
と
し
て
大
坂
へ
送

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
坂
で
の
売
却
を
通
じ
て
正
銀
の
獲
得
が
目
指
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

松
波
勘
十
郎
の
改
革
は
結
果
的
に
上
手
く
い
か
ず
、
同
一
五
年
に
は
改
革
路
線
は

中
止
さ
れ
る
が
、
鉄
・
紙
の
専
売
制
は
そ
の
後
も
温
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
一
一
）

。

　

大
坂
へ
廻
送
さ
れ
た
後
の
専
売
品
の
取
り
扱
い
で
あ
る
が
、
鉄
と
紙
と
で
共
通
し

て
い
た
こ
と
が
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
頃
に
原
型
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
「
広

島
藩
御
覚
書
帖　

四
」
（
一
二
）

の
記
述
か
ら
伺
え
る
。

史
料
一
（
一
三
）

　

一　

郡
御
鉄

　

（
中
略
）

　
　

一　

 

大
坂
ニ
而
右
銑
并
鉄
売
払
候
儀
、
彼
地
町
人
河
内
屋
為
左
衛
門　

境
屋
庄

左
衛
門
支
配
仕
奴
可
郡
御
鉄
同
前
之
請
引
ニ
仕
候

　

一　

右
両
郡
諸
紙

　
　

一　

 

恵
蘇
三
次
ニ
而
出
来
之
紙
大
坂
へ
登
せ
様
、
先
広
嶋
へ
差
出
し
夫
ゟ
登
せ

申
候
、
是
又
於
大
坂
河
内
屋
為
左
衛
門　

境
屋
庄
左
衛
門
支
配
仕
奴
可
郡

御
鉄
同
前
ニ
受
引
仕
候

　

当
史
料
よ
り
、
大
坂
へ
送
ら
れ
た
鉄
と
紙
は
、
大
坂
町
人
で
あ
る
河
内
屋
為
左
衛

第１図 三次藩領図（色着きが三次藩領）
（『三次市史Ⅰ』475 頁 図 4 － 7 を元に作成）

恵
蘇

三
次

〔
朱
書
乙
〕
「
享
保
十
年
ゟ
海
部
屋
善
次
」

〔
朱
書
乙
〕
「
享
保
十
年
ゟ
鴻
池
利
兵
衛
」
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門
・
境
屋
庄
左
衛
門
両
人
の
支
配
の
元
、
捌
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
傍
線
部

の
「
奴
可
郡
御
鉄
同
前
」
と
い
う
の
は
、
「
商
売
仕
候
町
人
ゟ
入
札
払
ニ
仕
候
、
代

銀
ハ
其
払
候
日
ゟ
一
両
日
之
内
ニ
買
主
ゟ
鴻
池
善
右
衛
門
へ
請
取
せ
申
候
」
（
一
四
）

と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
鉄
ま
た
は
紙
の
商
売
を
し
て
い
る
町
人
を
集
め
入

札
払
を
し
、
落
札
し
た
者
が
鴻
池
善
右
衛
門
へ
代
銀
を
渡
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
鴻
池
は
大
名
貸
と
し
て
知
ら
れ
、
鴻
池
善
右
衛
門
家
は
宝
永
年
間
（
一
七
○
四

～
一
一
）
か
ら
広
島
藩
の
蔵
元
・
掛
屋
を
独
占
し
て
い
た
家
に
あ
た
る
（
一
五
）

。
三
次

藩
の
鉄
・
紙
の
代
銀
を
鴻
池
善
右
衛
門
が
受
領
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
享
保

期
に
善
右
衛
門
は
三
次
藩
の
掛
屋
と
し
て
も
活
動
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
一
六
）

。

　

鴻
池
善
右
衛
門
よ
り
借
銀
を
し
、
専
売
品
の
売
り
上
げ
を
そ
の
清
算
に
充
て
て
い

た
の
だ
と
す
れ
ば
、
松
波
勘
十
郎
の
改
革
を
中
止
し
て
も
、
鉄
・
紙
の
専
売
制
が
そ

の
ま
ま
温
存
さ
れ
た
こ
と
も
肯
け
る
。
厳
し
い
経
済
状
況
が
変
わ
ら
な
い
以
上
、
鉄
・

紙
の
大
坂
で
の
売
却
は
、
借
銀
を
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鉄
・
紙
は
三
次
藩
の
財
政
上
、
重
要
な
商
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
藩
士
の
中
に
は
こ
れ
ら
の
集
荷
や
輸
送
、
売
買
の
管
理

や
事
務
を
行
う
職
務
の
者
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
次
藩
の
職
制
は
明
ら
か
で
な
い
部
分
が
多
い
が
、
地
方
に
関
す
る
事
柄
を
職
務

と
す
る
郡
奉
行
が
専
売
に
も
携
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
三
次
藩
の
郡
奉
行
で

あ
っ
た
吉
田
孫
兵
衛
は
、
享
保
三
年
の
全
藩
一
揆
の
際
に
糾
弾
さ
れ
た
人
物
で
あ
る

が
、
「
三
次
領
百
姓
騒
動
始
終
聞
書
」
（
一
七
）

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
鉄
方
と
紙
方
の
御

用
を
兼
帯
し
、
大
坂
に
滞
在
す
る
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
鉄
方
、
紙
方
御
用

と
い
う
の
が
具
体
的
に
い
か
な
る
任
務
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
鉄
・
紙
は
専
売
品
と
し
て
大
坂
へ
送
ら
れ
た
後
の
取
り
扱
い
が
共
通
し
て

い
た
故
に
、
兼
帯
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
集
荷
や
管
理
な

ど
の
実
務
に
あ
た
っ
た
の
は
、
郡
奉
行
配
下
の
藩
士
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
「
浅
野
長
澄
分
限
帳
」
（
一
八
）

に
よ
れ
ば
、
三
次
藩
の
「
御
紙
蔵
奉
行
」
が

広
島
に
二
人
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
史
料
一
に
よ
れ
ば
、
漉
き
出
し
た
紙
は
広
島
に

出
し
た
後
に
大
坂
へ
運
ん
で
い
た
た
め
、
「
御
紙
蔵
奉
行
」
は
広
島
で
の
紙
の
引
き

受
け
や
整
理
を
担
当
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
三
次
藩
に
お
け
る
専
売
制
の
展
開
を
み
て
き
た
。
本
章
の
内
容
を
ま
と
め

る
と
、
三
次
藩
で
は
多
額
の
借
銀
を
抱
え
る
中
で
、
本
藩
と
同
じ
く
専
売
制
が
採
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
紙
と
鉄
は
藩
の
重
要
な
商
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
大

坂
に
廻
送
さ
れ
売
却
さ
れ
た
。
三
次
藩
士
の
中
に
は
こ
う
し
た
専
売
品
を
扱
う
こ
と

を
職
務
と
す
る
者
も
置
か
れ
て
い
た
。

　

で
は
、
藩
が
廃
絶
し
て
広
島
藩
に
組
み
込
ま
れ
た
後
、
三
次
藩
で
し
か
れ
て
い
た

専
売
制
か
ら
何
ら
か
の
変
動
が
み
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
検
討
し
て
い
き
た

い
。

四　

広
島
藩
還
付
後
の
三
次
郡
に
お
け
る
専
売
制

　

跡
継
ぎ
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
三
次
藩
は
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
五
月
に
藩
主

浅
野
長
寔
が
病
死
し
た
こ
と
に
よ
り
広
島
藩
へ
還
付
さ
れ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
、

元
三
次
藩
士
は
三
次
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
に
広
島
へ
の

引
越
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
時
の
様
子
が
「
芸
備
郡
要
集
」（
一
九
）

に
記
さ
れ
て
い
る
。
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史
料
二 

（
二
○
）

　

 
宝
暦
八

年
侍
中
初
御
家
人
末
々
迄
一
統
御
城
下

引
越
被
仰
付
、
御
城
下

夫
々

屋
敷
地
被
下
候
、
此
年
四
月
三
日
従
六
丁
目
出
火
夜

入
鎮
、
又
翌
日

四
日
白
神
之
森
よ
り
出
火
、
両
日
之
火
事

御
家
中
侍
屋
敷
・
町
新
開
共
類
焼

多
く
、
（
中
略
）
此
焼
跡
之
地
面
御
普
請
方
引
請
惣
割
替
有
之
、
明
キ
地
之
分
を

三
次
引
越
之
面
々
へ
被
下
、
末
々
は
自
力
を
以
町
在
之
内
借
宅
致
し
追
々
妻
子
等

を
呼
迎
ひ
、
終
に
不
残
広
島
住
居
に
な
る
、
其
時
三
次
に
被
指
置
候
分

御
鉄
方

附
御
歩
行
組
番
組
小
人
類
御
紙
方
を
兼
今
も
在
住
（
二
一
）

　

傍
線
部
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
広
島
城
下
へ
の
引
越
が
命
じ
ら
れ
た
後
も
、
専
売
品

で
あ
る
鉄
を
扱
う
役
人
に
つ
い
て
は
「
御
紙
方
」
を
兼
ね
て
、
そ
の
ま
ま
三
次
に
留

ま
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
「
御
紙
方
」
を
職
務
と
す
る
者
は
、
ど
う
や
ら
江
戸
時
代
を
通
じ
て
三
次
に

置
か
れ
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
期
に
作
成
さ
れ
た
『
芸
藩
輯
要
』
所
収
の
「
御

役
之
章
程
」
（
二
二
）

は
、
幕
末
頃
の
広
島
藩
の
各
役
職
お
よ
び
職
務
内
容
が
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
、
紙
の
専
売
に
携
わ
る
職
を
拾
い
出
す
と
次
の
よ
う
な
も
の

が
挙
げ
ら
れ
る
。

史
料
三
（
二
三
） 

　

①

　

一 

紙
御
奉
行　

楮
方
兼

　
　

日
々
御
紙
蔵
役
所
ヘ
出
頭
ス

　
　

 

郡
中
ヨ
リ
差
出
諸
紙
ヲ
引
受
、
御
用
之
余
ハ
御
家
中
初
メ
市
中
紙
商
之
者
へ
御

払
方
等
之
儀
ヲ
専
務
ト
ス

　　

②

　

一
御
紙
蔵
戸
前
役

　
　

諸
紙
之
御
仕
入
御
払
等
御
利
潤
ノ
事
ヲ
整
理
ス

　

③

　

一
御
紙
蔵
詰

　
　

日
々
御
紙
蔵
御
役
所
へ
出
頭
ス

　
　

諸
紙
ノ
出
納
及
ヒ
御
払
方
勘
定
等
ノ
儀
御
紙
奉
行
ノ
差
図
ヲ
以
テ
之
ヲ
整
理
ス

　
　

入
郡
シ
テ
諸
紙
差
出
及
ヒ
品
柄
ノ
製
造
方
申
談
儀
モ
有
之

　

④

　

一
三
次
在
住
紙
方
詰

　
　

同
所
ニ
テ
漉
出
シ
ノ
紙
ヲ
引
受
此
元
御
紙
蔵
ヘ
相
廻
シ
方
等
ヲ
整
理
ス

　

①
か
ら
③
の
者
は
、
広
島
の
御
紙
蔵
へ
出
勤
し
仕
事
を
行
う
。
中
で
も
中
心
と
な

る
の
が
①
の
「
紙
御
奉
行
」
で
あ
り
、
そ
の
職
務
は
郡
中
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
紙
を

引
き
受
け
て
、
「
御
用
之
余
」
は
家
中
や
紙
商
の
者
へ
売
り
払
う
こ
と
と
あ
る
。
こ

の
場
合
「
御
用
」
と
い
う
の
は
、
大
坂
へ
廻
送
し
売
却
す
る
分
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
売
買
の
利
潤
を
整
理
す
る
の
が
②
の
「
御
紙
蔵
戸
前
役
」
、
紙

の
出
納
や
勘
定
を
担
当
す
る
の
が
③
の
「
御
紙
蔵
詰
」
で
あ
る
。
「
御
紙
蔵
詰
」
は

入
郡
す
る
時
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
御
紙
蔵
で
職
務
を
こ
な
す
の
が
基
本
で

寅

江

ニ
而

者

江

ニ

ニ

者

而
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あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
三
次
に
お
い
て
は
④
の
「
三
次
在
住
紙
方
詰
」
の
者
が
お
り
、

漉
出
し
た
紙
を
御
紙
蔵
へ
送
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
な
お
、
宝
暦
八
年
時
に
は

鉄
方
が
紙
方
を
兼
ね
て
い
た
と
あ
っ
た
が
、
「
御
役
之
章
程
」
に
よ
れ
ば
、
「
三
次
御

鉄
奉
行
」
「
三
次
御
鉄
方
帖
元
」
と
い
っ
た
鉄
方
専
任
の
役
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
幕
末
頃
に
は
す
で
に
兼
務
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

　

こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、
三
次
藩
時
代
に
置
か
れ
た
専
売
品
の
取
り
扱
い
を
担

当
す
る
役
が
、
広
島
藩
に
還
付
と
な
っ
た
後
も
残
さ
れ
て
、
藩
の
専
売
制
を
構
成
す

る
一
つ
の
機
関
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
機
関
は
史
料
上
「
三
次
御
紙

方
」
や
「
御
紙
方
」
、
「
三
次
御
紙
蔵
」
な
ど
と
表
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
三
次
紙
方

と
い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
三
次
紙
方
が
置
か
れ
て
い
た
の
は
郡
の
中
心

部
で
あ
る
三
次
町
内
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
具
体
的
位
置
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。

三
次
藩
の
「
御
紙
方
」
が
三
次
町
三
勝
寺
の
北
側
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
（
二
四
）

た
め
、
三
次
紙
方
も
同
様
の
場
所
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
三
次
・
恵
蘇
両
郡
の
大
坂
で
の
紙
蔵
元
で
あ
る
が
、
史
料
一
の
朱
書
に
「
享

保
十
年
ゟ
鴻
池
利
兵
衛
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
）
か
ら
は
鴻

池
利
兵
衛
に
代
わ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
鴻
池
利
兵
衛
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）

か
ら
広
島
藩
の
紙
蔵
元
を
引
き
受
け
て
い
る
人
物
（
二
五
）

で
あ
る
た
め
、
三
次
藩
が

廃
絶
し
た
数
年
後
に
、
別
々
で
あ
っ
た
紙
蔵
元
が
統
一
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
本
来
広
島
藩
と
差
異
が
み
ら
れ
た
三
次
・
恵
蘇
郡
の
紙
の
大
坂
で
の

取
り
扱
い
ま
で
も
が
、
還
付
後
に
統
一
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
く
、
今

後
調
査
す
る
予
定
で
あ
る
。

五　

専
売
制
に
お
け
る
三
次
紙
方
の
役
割

　

史
料
三—

④
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
三
次
紙
方
の
職
務
の
一
つ
は
三
次
で
漉
き
出
し

た
紙
を
引
き
受
け
て
、
広
島
の
御
紙
蔵
へ
廻
す
手
配
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
え

る
。
し
か
し
、
漉
き
紙
を
集
荷
し
廻
送
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
他
郡
同
様
に
第
二
章

で
触
れ
た
紙
楮
支
配
役
・
改
役
の
働
き
が
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
三
次
紙
方
を
置
か
ず

と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
上
三
次
郡
で
の
紙
生
産
が
他
郡
に
抜
き
ん
出
て
多
か
っ
た

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
（
二
六
）

。
し
た
が
っ
て
、
紙
の
集
荷
・
廻
送
以
外
の
働
き
も
三

次
紙
方
に
求
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は

三
次
紙
方
の
職
務
に
つ
い
て
検
討
し
、
藩
の
専
売
制
の
中
で
い
か
な
る
役
割
を
果
た

し
て
い
た
の
か
考
察
す
る
。

　

三
次
郡
下
作
木
村
で
紙
楮
改
役
を
勤
め
た
菅
家
に
伝
来
し
た
菅
家
文
書
（
二
七
）

に

は
、
三
次
紙
方
か
ら
出
さ
れ
た
書
付
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
働
き
の
一
端
が
伺
え

る
。
そ
れ
ら
を
み
る
前
に
、
ま
ず
次
の
史
料
を
確
認
し
た
い
。

史
料
四
（
二
八
） 

　
　
　

紙
楮
改
役
格

　

一　

他
領
楮
改
所
被　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
右
衛
門

　
　
　

仰
付

　

当
史
料
は
下
作
木
村
の
冨
右
衛
門
が
紙
楮
改
役
に
任
命
さ
れ
た
際
の
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
紙
楮
改
役
に
加
え
、
他
領
楮
改
所
と
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
広
島
藩
で
は
自
国
の
楮
が
足
り
な
い
場
合
、
他
領
か
ら
楮
を
仕
入
れ
る

下
作
木
村



- 17 -

の
で
あ
る
が
、
石
州
半
紙
の
生
産
で
有
名
な
石
見
国
か
ら
は
度
々
楮
を
買
い
入
れ
て

い
た
こ
と
が
複
数
の
史
料
よ
り
知
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
石
州
楮
と
称
さ
れ
て
い
た
。
石

州
楮
は
江
の
川
経
由
で
運
搬
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
た
め
、
石
見
国
に
近
く
江
の
川

沿
い
に
位
置
す
る
下
作
木
村
（
第
２
図
参
照
）
が
、
他
領
楮
を
改
め
る
場
所
と
し
て

指
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
他
領
楮
の
仕
入
れ
を
行
う
上
で
重
要

な
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
し
て
、
下
作
木
村
に
着
い
た
他
領
楮
で
あ
る
が
、
こ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
指

示
を
出
す
の
が
三
次
紙
方
で
あ
っ
た
。
史
料
五
、
六
は
共
に
、
三
次
紙
方
か
ら
下
作

木
村
の
紙
楮
改
役
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

史
料
五
（
二
九
） 

　

 

御
買
入
石
州
楮
①

紙
漉
人
別
へ
渡
し
、
残
早
急
三
次
御
紙
方
へ
不
残
繰
出
候
様
、

取
斗
可
申
者
也

　
　

三
月
十
九
日　
　
　
　
　

御
紙
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
楮
改
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
作
木
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

［　
　
　
　

］

史
料
六
（
三
○
） 

　

 

石
州
御
買
入
楮
三
拾
駄
其
元
着
致
候
ハ
ヽ
、
②

弐
百
五
拾
貫
目
例
之
趣
を
以
布
野

通
り
早
急
当
御
役
所
へ
繰
出
、
残
六
百
五
拾
貫
目
左
之
村
々
人
別
へ
直
ニ
受
取
罷

出
候
様
相
達
置
候
間
念
入
相
渡
（
後
略
）

第２図 芸備地域の主な河川（『広島県史　近世１』869 頁 図 272 を元に作成）

三
次

（
欠
け
）
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巳
二
月　
　
　
　
　
　

御
紙
方
（
三
一
）（

印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
楮
改
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
作
木
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
七
日
夕
拝
見

　

ま
ず
、
「
御
買
入
」
と
い
う
表
記
か
ら
、
石
州
楮
は
広
島
藩
の
購
入
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
傍
線
部
①
・
②
か
ら
、
石
州
楮
が
下
作
木

村
の
紙
楮
改
役
の
元
に
届
く
と
、
三
次
紙
方
か
ら
の
連
絡
を
受
け
た
紙
漉
人
別
が
楮

を
受
け
取
り
に
行
き
、
残
り
の
楮
に
つ
い
て
は
三
次
紙
方
へ
送
付
す
る
の
が
基
本
で

あ
っ
た
と
み
え
る
。
楮
を
取
り
に
赴
く
紙
漉
人
別
に
つ
い
て
は
、
史
料
六
に
あ
る
「
左

之
村
々
」
と
い
う
の
が
ど
の
村
な
の
か
欠
落
し
て
お
り
分
か
ら
な
い
が
、
六
五
〇
貫

目
と
い
う
数
か
ら
し
て
、
作
木
地
方
を
中
心
と
す
る
三
次
郡
の
村
々
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
（
三
二
）

。
ま
た
、
三
次
紙
方
に
届
い
た
楮
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
に
つ

い
て
は
、
追
っ
て
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
楮
の
支
給
も
御
紙
蔵
の
管
理
下
に
あ
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
御
紙
蔵
の
指
示
を
受
け
て
必
要
に
応
じ
各
地
域
へ
楮
を
送

る
手
配
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
三
次
紙
方
に
よ
る
石
州
楮
の
手
配
で
あ
る
が
、
三
次
郡
内
で
利

用
す
る
も
の
だ
け
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
領
内
全
般
で
必
要
と
な
っ
た

石
州
楮
を
江
の
川
経
由
で
仕
入
れ
る
場
合
に
は
、
三
次
紙
方
が
中
心
と
な
っ
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。
一
九
世
紀
に
起
こ
っ
た
江
の
川
の
抜
荷
事
件
か
ら
そ
の
点
を
確
認

し
た
い
。

　

江
戸
時
代
、
宿
駅
を
維
持
存
続
さ
せ
る
た
め
、
江
の
川
水
運
は
津
留
め
に
な
っ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
下
作
木
村
に
着
い
た
石
州
楮
を
そ
の
ま
ま
江
の
川
で
運
ぶ
こ
と

は
許
さ
れ
ず
、
陸
揚
げ
し
て
布
野
宿
を
経
由
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
陸
路

よ
り
も
水
運
の
方
が
大
量
輸
送
に
向
い
て
い
る
上
、
一
端
陸
揚
げ
し
て
か
ら
宿
駅
を

通
す
の
は
大
廻
り
に
も
な
り
時
間
も
経
費
も
か
か
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
宿
駅
を
維

持
す
べ
き
立
場
の
藩
が
違
反
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
藤
村
耕
市
「
近
世
後
半

期
の
布
野
宿
に
つ
い
て
」
（
三
三
）

よ
り
、
当
該
事
件
の
内
容
を
確
認
し
た
い
（
三
四
）

。

　

文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
二
月
に
、
広
島
藩
の
御
紙
方
が
買
い
付
け
た
石
州
楮

二
千
貫
が
、
江
の
川
を
利
用
し
て
高
田
郡
三
田
谷
へ
送
り
、
同
所
を
経
由
し
て
吉
田

町
へ
送
ら
れ
て
い
る
の
を
、
巡
回
中
の
布
野
宿
の
馬
子
が
下
作
木
村
の
港
で
発
見
し

差
し
押
さ
え
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
大
量
に
こ
の
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
輸
送
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
件
で
、
御
紙
方
野
田
三
二
は
布
野
宿
へ
赴
き
、
以

来
、
石
州
か
ら
の
仕
入
れ
楮
は
す
べ
て
下
作
木
村
で
陸
揚
げ
し
て
布
野
宿
経
由
と
す

る
こ
と
、
駄
賃
も
そ
れ
相
当
の
金
額
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
決
着
を
み
る
。
た
だ

し
、
江
の
川
に
接
す
る
高
田
郡
川
根
・
佐
々
部
両
村
の
紙
漉
職
人
が
原
料
と
す
る
楮

は
例
外
扱
い
で
江
の
川
か
ら
直
接
搬
入
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
場
合
は
布
野
宿
へ

連
絡
す
る
と
い
う
取
り
決
め
が
行
わ
れ
た
。

　

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
二
月
に
、
前
述
の
取
り
決
め
に
よ
り
、
三
次
御
紙
方
か

ら
布
野
宿
へ
川
根
村
紙
漉
職
人
用
の
楮
二
千
貫
を
川
船
で
運
ぶ
と
い
う
連
絡
が
あ
っ

た
。
そ
の
量
の
多
さ
に
不
審
を
抱
い
た
布
野
宿
馬
子
が
現
地
へ
行
き
調
べ
る
と
、
旧

冬
以
来
膨
大
な
楮
を
御
紙
方
が
発
注
し
て
、
川
根
村
や
佐
々
部
村
を
中
宿
に
し
て
吉

田
へ
運
ん
で
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
（
三
五
）

。

　

以
上
が
藩
に
よ
る
抜
荷
事
件
の
概
要
で
あ
る
。
両
年
の
事
件
で
は
、
共
に
正
規
の

ル
ー
ト
を
通
さ
ず
に
高
田
郡
吉
田
へ
楮
を
送
っ
て
い
た
。
吉
田
は
「
芸
藩
通
志
」
に
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「
諸
貨
相
集
り
て
、
当
郡
第
一
の
町
な
り
」
（
三
六
）

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
郡
の
中
心
地

で
あ
り
、
広
島
城
下
へ
通
じ
る
雲
石
路
の
宿
駅
で
あ
る
他
、
複
数
の
往
還
道
が
吉
田

を
通
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
物
資
の
集
散
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
吉
田
に
楮
が
送

ら
れ
た
の
は
、
吉
田
で
楮
を
消
費
す
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
各
地
域
あ
る
い

は
広
島
城
下
へ
届
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

文
政
一
二
年
の
一
件
に
登
場
す
る
「
御
紙
方
野
田
三
二
」
は
、
菅
家
文
書
に
も
幾

度
か
確
認
で
き
、
三
次
紙
方
に
勤
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

野
田
三
二
が
布
野
宿
と
協
議
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
二
千
貫
と
い
う
大
量
の
石

州
楮
の
仕
入
れ
と
、
各
地
域
へ
の
支
給
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
吉
田
ま
で

の
輸
送
に
、
三
次
紙
方
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
実
際
、
天
保
六
年

に
布
野
宿
に
対
し
て
高
田
郡
へ
楮
を
運
ぶ
連
絡
を
し
て
い
る
の
は
三
次
紙
方
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
三
次
紙
方
の
管
轄
は
三
次
郡
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
他
郡
の
紙
漉
村
で
必
要
と
さ
れ
る
石
州
楮
の
仕
入
れ
、
お
よ
び
そ
の
輸
送
も
担
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
下
作
木
村
に
他
領
楮
改
所
が
置
か
れ
た
よ
う
に
、
三
次
郡

は
他
領
楮
を
入
手
、
手
配
す
る
上
で
重
要
な
地
域
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
石
州
楮
の
仕
入
れ
は
、
陰
陽
を
結
ぶ
石
州
往
還
を
利
用

す
る
場
合
も
あ
り
（
三
七
）

、
そ
の
際
は
三
次
紙
方
の
管
轄
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

た
め
、
江
の
川
経
由
で
の
仕
入
れ
に
限
る
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

石
州
楮
の
仕
入
れ
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
最
後
に
他
郡
で
漉
か
れ
た
紙
の
集
荷

に
つ
い
て
も
三
次
紙
方
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
次
の
史
料

は
三
上
郡
の
紙
楮
支
配
役
で
あ
っ
た
嘉
九
郎
が
三
次
紙
方
に
提
出
し
た
証
文
の
写
し

で
あ
る
。

史
料
七
（
三
八
） 

　
　

奉
差
上
證
文
之
事

　
　

一　

銀
弐
貫
目

　
　

 

右
は
塵
紙
買
入
御
先
銀
と
し
て
御
貸
下
げ
為
し
下
さ
れ
有
り
難
く
慥
に
拝
借
奉

り
候
所
実
正
明
白
に
御
座
候
、
然
る
上
は
是
よ
り
追
々
ち
り
紙
買
入
御
先
銀
速

に
払
上
げ
申
す
可
く
候
、
万
一
異
変
の
儀
等
有
之
候
節
は
引
負
人
へ
引
受
毛
頭

少
し
も
御
厄
介
筋
備
へ
奉
る
間
敷
候
、
其
の
為
證
文
差
上
げ
奉
り
置
候
所
仍
而

如
件

　
　
　

巳
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拝
借
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
楮
支
配
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
九
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
負
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
原
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

万
之
助

　
　
　

三
次
町

　
　
　
　
　

御
紙
蔵

　

史
料
に
は
塵
紙
を
買
入
れ
る
た
め
の
「
御
先
銀
」
を
嘉
九
郎
が
確
か
に
受
け
取
っ

た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
買
入
れ
と
い
う
形
で
集
荷
さ
れ
た
塵
紙
は
、
当
史
料

の
「
解
説
」
に
あ
る
通
り
藩
へ
納
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
証
文

が
三
次
紙
方
に
宛
て
て
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
御
先
銀
」
を
三
上
郡
紙
楮
支

配
役
に
渡
し
た
の
は
三
次
紙
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
史
料
七
に
対
応
し
作
成
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さ
れ
た
買
入
の
状
況
を
確
認
し
て
い
る
文
書
（
三
九
）

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
次
紙
方

が
三
上
郡
で
漉
き
出
さ
れ
た
紙
の
集
荷
に
つ
い
て
も
監
督
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
三
上
郡
の
庄
原
駅
が
三
次
ま
で
四
里
と
い
う
位
置
に
あ
り
（
四
○
）

、「
御

用
紙
」
を
運
ぶ
際
に
三
次
町
を
通
っ
て
い
た
（
四
一
）

こ
と
が
関
係
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

以
上
、
三
次
紙
方
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
三
次
郡
以
外
で
使
わ
れ

る
石
州
楮
の
手
配
や
、
三
上
郡
の
紙
の
集
荷
な
ど
に
も
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
、
広
島
藩
北
部
地
域
に
お
け
る
紙
専
売
制
の
一
拠
点
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

六　

お
わ
り
に

　

三
次
郡
を
対
象
に
、
藩
が
紙
の
専
売
制
を
し
く
中
で
当
該
地
域
を
ど
う
位
置
づ
け

て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
。

　

三
次
藩
領
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
本
藩
と
同
じ
く
紙
は
専
売
品
と
し
て
扱
わ
れ
て

お
り
、
鉄
と
共
に
重
要
な
藩
の
商
品
と
し
て
大
坂
へ
送
ら
れ
売
却
さ
れ
た
。
当
然
、

藩
士
の
中
に
は
こ
れ
ら
専
売
品
の
取
り
扱
い
に
携
わ
る
者
も
置
か
れ
て
い
た
。

　

三
次
藩
が
廃
絶
し
広
島
藩
領
と
な
っ
た
後
も
、
こ
う
し
た
紙
方
の
仕
事
を
行
う
者

は
鉄
方
の
兼
務
と
い
う
形
で
三
次
に
残
さ
れ
た
。
後
に
紙
方
と
鉄
方
は
各
々
専
任
の

者
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
紙
方
役
所
は
三
次
紙
方
と
し
て
同

所
で
漉
き
出
し
た
紙
の
集
荷
や
広
島
へ
の
廻
送
を
担
っ
た
。
加
え
て
、
他
領
楮
を
買

い
入
れ
て
、
領
内
の
紙
漉
人
別
へ
支
給
す
る
こ
と
は
、
紙
の
生
産
量
を
維
持
す
る
上

で
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
他
国
に
接
し
た
三
次
郡
に
位
置
す
る
三
次
紙

方
は
、
こ
う
し
た
他
領
楮
の
手
配
も
担
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
三
次
郡
は
他
領
楮
の

仕
入
れ
・
管
理
を
行
う
上
で
重
要
な
地
域
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
三
上
郡
で
漉
き
出
し
た
紙
の
集
荷
も
、
三
次
紙
方
が
管
理
し
て

い
た
と
み
え
、
北
部
地
域
に
お
け
る
円
滑
な
専
売
制
実
施
の
た
め
に
必
要
な
一
拠
点

と
し
て
、
三
次
紙
方
が
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
）

一　

広
島
県
『
広
島
県
史　

近
世
１
』
一
九
八
一
年
、
五
四
三
―
五
四
四
頁

二　

前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
１
』
五
四
六
頁

三　

 「
芸
備
郡
要
集
」
に
山
県
郡
は
「
御
紙
蔵
御
用
も
諸
郡
に
勝
れ
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
廿

日
市
町
『
廿
日
市
町
史　

資
料
編
２
』
一
九
七
五
年
、
七
三
頁
）
。

四　

 

領
内
の
商
業
に
対
す
る
藩
の
統
制
は
、
後
藤
陽
一
「
広
島
藩
の
商
業
統
制
」
（
魚
澄
先
生
古

稀
記
念
会
『
魚
澄
先
生
古
稀
記
念
国
史
学
論
叢
』
一
九
五
九
年
所
収
）
に
詳
し
い
。
た
だ
し
、

製
紙
に
つ
い
て
は
総
括
的
な
話
に
留
ま
り
、
個
別
地
域
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
検
討
は
さ
れ
て

い
な
い
と
い
え
る
。
個
々
の
地
域
に
お
け
る
製
紙
に
つ
い
て
は
一
部
の
自
治
体
史
で
言
及
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
廿
日
市
町
史　

通
史
編
（
上
）
』
（
廿
日
市
町
、
一
九
八
八
年
）

に
は
紙
生
産
が
盛
ん
で
あ
っ
た
佐
伯
郡
の
郡
方
に
お
け
る
紙
漉
の
様
子
や
、
郡
方
と
は
別
に

家
老
上
田
家
の
給
知
村
で
の
専
売
制
の
様
子
、
廿
日
市
の
紙
商
事
な
ど
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
『
庄
原
市
史　

近
世
文
書　

天
野
屋
（
伊
藤
家
）
』
（
庄
原
市
文
化
財
協
会
、

一
九
九
四
年
）
の
紙
楮
関
係
史
料
の
「
解
説
」
で
は
、
奉
書
紙
が
庄
原
地
方
の
特
産
物
で
あ

り
藩
主
の
関
心
も
高
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
興
味
深
い
。
た
だ
し
、
研
究
の
余
地

が
あ
る
地
域
が
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
各
地
域
の
特
色
お
よ
び
専
売
制
の
中
に
お
け
る
位

置
づ
け
の
検
討
を
蓄
積
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
で
な
か
っ
た
専
売
制
の
構
造
や
問
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題
点
な
ど
も
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

五　

特
に
注
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
１
』
か
ら
の
引
用
に
よ
る
。

六　

「
芸
藩
志
拾
遺
」
（
広
島
県
『
広
島
県
史　

近
世
資
料
編
１
』
一
九
七
三
年
）
三
七
三
頁

七　

広
島
県
『
広
島
県
史　

近
世
２
』
一
九
八
四
年
、
三
三
四
頁

八　

三
次
市
史
編
集
委
員
会
『
三
次
市
史
Ⅰ
』
三
次
市
、
二
〇
〇
四
年
、
四
七
四
―
四
七
五
頁

九　

作
木
村
誌
編
纂
委
員
会
『
作
木
村
誌
』
作
木
村
、
一
九
九
〇
年
、
二
二
四
頁

一
○ 　

 

前
掲
『
三
次
市
史
Ⅰ
』
四
八
八
―
四
九
五
頁
。
改
革
の
内
容
に
つ
い
て
は
同
書
を
参
照
し
た
。

一
一　

前
掲
『
三
次
市
史
Ⅰ
』
四
九
六
頁

一
二　

 

当
史
料
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
の
広
島
藩
の
大
勢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
原
型
が
成
立
し

た
の
は
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
の
全
藩
一
揆
以
前
で
あ
る
が
、
そ
の
後
数
度
の
補
訂
が

あ
り
、
貼
紙
に
よ
る
改
訂
も
み
ら
れ
る
（
前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
資
料
編
１
』「
資
料
解
題
」

よ
り
）
。

一
三　

「
広
島
藩
御
覚
書
帖　

四
」
（
前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
資
料
編
１
』
一
六
一
頁
）

一
四　

「
広
島
藩
御
覚
書
帖　

四
」
（
前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
資
料
編
１
』
一
六
一
頁
）

一
五　

前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
１
』
一
〇
四
六
頁

一
六　

 

中
畑
和
彦
「
鴻
池
善
右
衛
門
か
ら
の
手
紙
」
（
『
み
よ
し
地
方
史
』
第
一
〇
六
号
、
三
次
地

方
史
研
究
会
、
二
〇
一
八
年
所
収
）
で
紹
介
さ
れ
た
鴻
池
善
右
衛
門
の
書
状
に
は
、
善
右

衛
門
を
含
む
鴻
池
家
の
者
が
、
三
次
藩
主
か
ら
諸
品
の
贈
答
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

お
り
、
三
次
藩
と
鴻
池
善
右
衛
門
と
の
関
係
性
が
伺
え
る
。

一
七　

 

広
島
県
『
広
島
県
史　

近
世
資
料
編
２
』
一
九
七
六
年
、
五
七
五
頁
。
当
史
料
は
「
天
柱

君
御
伝
記
」
巻
之
七
に
所
収
さ
れ
る
。
享
保
三
年
正
月
二
七
日
か
ら
約
二
ヶ
月
に
わ
た
っ

た
三
次
支
藩
領
の
百
姓
一
揆
の
勃
発
か
ら
そ
の
顛
末
ま
で
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
前

掲
『
広
島
県
史　

近
世
資
料
編
２
』
「
解
題
」
よ
り
）
。

一
八　

 

前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
資
料
編
２
』
二
七
五
頁
。
当
史
料
は
享
保
初
年
の
「
三
次
侍
帳
」

と
あ
り
、
家
老
・
旗
奉
行
以
下
役
職
に
し
た
が
っ
て
知
行
高
・
扶
持
米
お
よ
び
姓
名
を
列

記
し
て
い
る
。
三
次
藩
の
職
制
は
他
に
明
ら
か
に
す
る
史
料
が
な
い
た
め
重
要
な
史
料
と

い
え
る
（
前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
資
料
編
２
』
「
解
題
」
よ
り
）
。

一
九　

 

当
史
料
の
成
立
年
度
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
再
発
し
た
芸
・

備
御
境
論
争
に
関
す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
に
近
い
時
期
に
成
立
し
た

と
さ
れ
る
。
著
者
は
郡
務
に
熟
知
し
た
藩
の
役
人
と
み
ら
れ
る
（
前
掲
『
廿
日
市
町
史　

資
料
編
２
』
「
解
説
」
よ
り
）
。

二
○　

「
芸
備
郡
要
集
」
（
前
掲
『
廿
日
市
町
史　

資
料
編
２
』
六
三
―
六
四
頁
）

二
一　

前
掲
『
廿
日
市
町
史　

資
料
編
２
』
六
三
―
六
四
頁

二
二　

前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
資
料
編
２
』
八
〇
七
―
八
三
三
頁

二
三　

 

①
か
ら
④
は
す
べ
て
「
御
役
之
章
程
」
（
前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
資
料
編
２
』

八
二
三
・
八
二
六
・
八
二
七
・
八
三
三
頁
）
よ
り
。

二
四　

 

前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
１
』
七
四
一
頁
掲
載
の
図
二
三
二
「
三
次
藩
時
代
城
下
古
図
」

よ
り
。
ま
た
、
「
三
次
御
分
地
以
後
年
代
記
」
に
は
、
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
一
〇

月
一
〇
日
に
三
次
の
三
勝
寺
か
ら
出
火
し
、
上
市
へ
移
り
御
紙
蔵
ま
で
焼
け
た
と
い
う

記
事
が
み
ら
れ
る
（
三
次
市
史
編
集
委
員
会
『
三
次
市
史
Ⅱ
』
三
次
市
、
二
〇
〇
四
年
、

五
〇
九
頁
）
。

二
五　

 「
広
島
藩
御
覚
書
帖　

四
」
の
「
広
嶋
諸
紙
」
の
記
述
よ
り
確
認
で
き
る
（
前
掲
『
広
島

県
史　

近
世
資
料
編
１
』
一
六
〇
頁
）
。

二
六　

 

生
産
高
で
目
立
つ
の
は
佐
伯
・
山
県
郡
で
あ
り
、
紙
漉
村
の
数
も
こ
の
二
郡
は
他
郡
に
比

べ
て
多
か
っ
た
。
生
産
高
お
よ
び
広
島
藩
の
紙
漉
村
に
つ
い
て
は
前
掲
『
広
島
県
史　

近

世
１
』
五
三
六
―
五
三
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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二
七　

 

本
稿
で
は
、
広
島
県
立
文
書
館
の
複
製
資
料
の
菅
家
文
書
（
Ｐ
７
８
／
１　

簿
冊
番
号
Ｃ

２
）
を
用
い
た
。

二
八　

〔
紙
楮
改
役
格
他
領
楮
改
所
任
命
書
〕
（
広
島
県
立
文
書
館
複
製
資
料 

菅
家
文
書
）

二
九　

 〔
御
買
入
楮
三
次
御
紙
方
へ
繰
出
方
ニ
付
申
達
書
〕
（
広
島
県
立
文
書
館
複
製
資
料 

菅
家

文
書
）

三
○　

 〔
石
州
買
入
楮
取
計
方
申
達
書
〕
（
広
島
県
立
文
書
館
複
製
資
料 

菅
家
文
書
）
。
な
お
、
本

史
料
は
楮
を
送
る
際
に
布
野
を
通
す
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
か
ら
、
後
述
す
る
文
政

一
二
年
（
一
八
二
九
）
の
差
縺
が
あ
っ
た
後
に
作
成
さ
れ
た
史
料
と
考
え
ら
れ
る
。

三
一　

 

史
料
の
内
容
か
ら
、こ
の
「
御
紙
方
」
も
史
料
五
同
様
に
三
次
紙
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

広
島
の
御
紙
蔵
が
出
す
場
合
に
は
「
御
紙
方
」
で
は
な
く
「
御
紙
蔵
」
と
称
す
る
の
が
通

常
で
あ
る
上
、
御
紙
蔵
が
用
い
る
印
は
、
本
史
料
の
「
御
紙
方
」
が
用
い
て
い
る
印
と
は

明
ら
か
に
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
菅
家
文
書
の
他
の
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
た
め
、「
御

紙
方
」
は
三
次
紙
方
で
あ
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

三
二　

 「
芸
藩
志
拾
遺　

六
」
（
前
掲
『
広
島
県
史　

近
世
資
料
編
１
』
三
七
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、

半
紙
一
丸
の
製
造
に
対
し
楮
一
〇
貫
目
、
諸
口
紙
一
丸
に
対
し
て
は
楮
一
八
貫
目
の
支
給

が
定
例
の
量
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
史
料
六
で
紙
漉
人
別
に
渡
さ
れ
る
予
定
の
楮

六
五
〇
貫
目
は
、
半
紙
で
あ
れ
ば
六
五
丸
漉
け
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
紙
の
種
類
に
よ
っ

て
も
異
な
る
が
、
半
紙
の
場
合
、
一
丸
と
い
う
の
は
六
締
（
紙
数
一
万
二
千
枚
）
に
あ
た
る
。

三
三　

 

藤
村
耕
市
『
三
次
郷
土
史
の
研
究
』
（
三
次
地
方
史
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
）
所
収

三
四　

 

こ
こ
で
は
「
御
紙
方
」
や
「
三
次
御
紙
方
」
な
ど
、
藤
村
氏
の
論
文
に
記
さ
れ
て
い
る
表

記
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。

三
五　

前
掲
『
三
次
郷
土
史
の
研
究
』
二
〇
八
―
二
一
一
頁

三
六　

 「
芸
藩
通
志
巻
六
十
四　

安
芸
国
高
田
郡
二
」
（
『
芸
藩
通
志
』
第
三
巻
、
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
一
年
、
一
〇
一
一
頁
）

三
七　

 

石
州
往
還
で
荷
物
を
運
ぶ
場
合
、
山
県
郡
中
山
駅
を
通
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
高
田
京
子

「
近
世
後
期
芸
北
地
方
に
お
け
る
商
品
輸
送
機
構
の
変
質
過
程
」（
芸
備
地
方
史
研
究
会
『
芸

備
地
方
史
研
究
』
一
六
一
、
一
九
八
七
年
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
文
化
年
間
に
御
紙
蔵
が
石

州
楮
を
脇
道
輸
送
さ
せ
た
と
し
て
中
山
駅
に
摘
発
さ
れ
て
い
る
。

三
八　

前
掲
『
庄
原
市
史　

近
世
文
書　

天
野
屋
（
伊
藤
家
）
』
四
〇
〇
―
四
〇
一
頁

三
九　

 「
塵
紙
買
上
げ
前
払
銀
（
二
）
」
（
前
掲
『
庄
原
市
史　

近
世
文
書　

天
野
屋
（
伊
藤
家
）
』

四
〇
一
―
四
〇
二
頁
所
収
）

四
○　

『
日
本
歴
史
地
名
大
系
三
五
巻　

広
島
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
、
一
二
六
頁

四
一　

 「
紙
運
賃
値
上
願
」
（
前
掲
『
庄
原
市
史　

近
世
文
書　

天
野
屋
（
伊
藤
家
）
』
三
九
八
―

三
九
九
頁
所
収
）
よ
り
確
認
で
き
る
。

（
か
わ
べ　

あ
さ
ひ　

当
館
学
芸
員
）




